
外来化学療法を受けられている患者さん 

ご家族の皆様へ 

 

当センターでは、患者さんが外来で、抗がん薬剤の治療を安心・安全に   

続 け ら れ る よ う に 、 以 下 の 体 制 を 整 え て い ま す 。  

 

 

● 専任の医師、看護師、薬剤師を院内に常時 1 人以上配置し、外来腫瘍化学療法  

診療料を算定している患者さんからの電話等による緊急の相談等に、24 時間対応

できる連絡体制を確保しています。 

 

● 急変時等の緊急時に患者さんが入院できる体制を確保しています。 

 

● 化学療法のレジメン（治療内容）について、妥当性を評価し、承認する委員会を

定期的に開催しています。 

                   

【外来化学療法を受けられている患者さんからの緊急相談等に対応する連絡体制】 

◆ 平日（8：30～17：00） 

病院代表に電話をしてください。電話交換が対応します。 

「お名前、診察券番号、化学療法を受けていることや症状」などをお伝えください。 

＊担当医師もしくは外来当番（点滴当番）が対応します。 

 

◆ 夜間（17：00～8：30）、土曜日・日曜日・祝日 

病院代表に電話をしてください。電話交換が対応します。 

「お名前、診察券番号、化学療法を受けていることや症状」などをお伝えください。 

＊内科当直医師もしくはオンコール医師が対応します。 

必要に応じて、担当医師と連絡を取り合い対応します。 

病院代表番号：045-711-2351 


